
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 44

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の

方法

現在
の

状況

25 34 26 44

8 201 水戸市 男女平等参画課 1 1 1 1 水戸市男女平等参画基本条例 2001年3月27日 2001年9月28日 水戸市男女平等参画推進基本計画（第３次） 2020年4月 ～ 2024年3月 1 1

8 202 日立市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 日立市男女共同参画社会基本条例 2001年12月28日 2001年12月28日 第3次ひたち男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

8 203 土浦市 男女共同参画室 1 1 1 1 土浦市男女共同参画推進条例 2012年3月22日 2012年4月1日 第4次土浦市男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

8 204 古河市
市民協働課　人権・男女
共同参画室

1 1 1 1 古河市男女共同参画推進条例 2008年12月19日 2009年4月1日 第２次古河市男女共同参画プラン 2017年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

8 205 石岡市 政策企画課 1 2 1 1 石岡市男女共同参画条例 2006年3月24日 2006年4月1日 第2次石岡市男女共同参画基本計画 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1

8 207 結城市 まちづくり協働課 1 2 1 1 結城市男女共同参画推進条例 2011年3月30日 2011年4月1日 第３次結城市男女協働参画基本計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

8 208 龍ケ崎市 こども家庭課 1 2 0 1 龍ケ崎市男女共同参画推進条例 2002年3月27日 2002年4月1日 第２次龍ヶ崎市男女共同参画基本計画 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

8 210 下妻市 市民協働課 1 2 1 1 下妻市男女共同参画推進条例 2012年4月1日 2012年4月1日 第3次下妻市男女共同参画推進プラン 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

8 211 常総市 人権推進課 1 2 1 1 常総市男女共同参画推進条例 2007年3月22日 2007年4月1日 第2次常総市男女共同参画計画 2014年4月 ～ 2024年3月 1 1

8 212 常陸太田市 少子化・人口減少対策課 1 2 1 1 常陸太田市男女共同参画推進条例 2010年3月19日 2010年4月1日
ひたちおおた絆プラン（第3次常陸太田市
男女共同参画推進計画）

2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

8 214 高萩市 地方創生課 1 2 0 0 2 第３次高萩市男女共同参画プラン 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

8 215 北茨城市 まちづくり協働課 1 2 0 0 0 第３次きたいばらき男女共同参画プラン 2018年4月 ～ 2023年3月 1 1

8 216 笠間市 秘書課 1 2 0 1 笠間市男女共同参画推進条例 2006年3月19日 2006年3月19日
キラリかさまプラン～第3次笠間市男女共
同参画計画～

2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

8 217 取手市 市民協働課 1 2 1 1 取手市男女共同参画推進条例 2005年1月4日 2005年1月4日 第三次取手市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

8 219 牛久市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 牛久市男女共同参画推進条例 2003年4月1日 2003年4月1日
牛久市男女共同参画推進基本計画・実
施計画(第3次)

2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

8 220 つくば市 男女共同参画室 1 1 1 1 つくば市男女共同参画社会基本条例 2004年3月26日 2004年3月26日
つくば市男女共同参画推進基本計画
（2018～2022）

2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

8 221 ひたちなか市 女性生活課 1 1 1 1 ひたちなか市男女共同参画推進条例 2003年4月1日 2003年4月1日 ひたちなか市第４次男女共同参画計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

8 222 鹿嶋市 女性支援室 1 2 0 1 0 第3次鹿嶋市男女共同参画計画 2021年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

8 223 潮来市 企画調整課 1 2 0 1 潮来市男女共同参画基本条例 2003年3月25日 2003年4月1日 潮来市第２期男女共同参画基本計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1

8 224 守谷市 人権推進課 1 2 1 1 守谷市男女共同参画推進条例 2009年3月23日 2009年4月1日 第三次守谷市男女共同参画推進計画 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1

8 225 常陸大宮市 市民課 1 2 1 1 0
第3次常陸大宮市男女共同参画計画後
期基本計画

2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

8 226 那珂市 市民協働課 1 2 0 0 0 第2次那珂市男女共同参画プラン 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1

8 227 筑西市 市民協働課 1 2 1 1 筑西市男女共同参画推進条例 2007年12月25日 2008年1月1日 第２次筑西市男女共同参画基本計画 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

8 228 坂東市 市民協働課 1 2 1 1 坂東市男女共同参画推進条例 2008年12月17日 2008年12月17日 第3次ばんどう男女共同参画プラン 2018年4月 ～ 2023年3月 1 1

8 229 稲敷市 秘書政策課 1 2 0 1 稲敷市男女共同参画推進条例 2007年3月29日 2007年4月1日 第3次稲敷市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

8 230 かすみがうら市 市民協働課 1 2 0 1 2 かすみがうら市第３次男女共同参画計画 2019年4月 ～ 2024年3月 1 1

8 231 桜川市 生活環境課 1 2 1 0 2 第2次桜川市男女共同参画推進プラン 2019年4月 ～ 2029年3月 1 1

8 232 神栖市 市民協働課 1 2 0 1 神栖市男女共同参画推進条例 2006年12月21日 2007年1月1日
第2次神栖市男女共同参画計画「かみす
ハートフルプラン」

2018年3月 ～ 2023年3月 1 1

8 233 行方市 事業推進課 1 2 0 1 1 第3次行方市男女共同参画基本計画 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 0

8 234 鉾田市 まちづくり推進課 1 2 0 0 0 第3次鉾田市男女共同参画計画 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

8 235 つくばみらい市 地域推進課 1 2 1 1 つくばみらい市男女共同参画推進条例 2010年3月23日 2010年8月1日 第２次つくばみらい市男女共同参画計画 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1

8 236 小美玉市 市民協働課 1 2 1 1 小美玉市男女共同参画条例 2008年12月22日 2009年4月1日 第２次小美玉市男女共同参画推進計画 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 0

8 302 茨城町 地域政策課 1 2 0 1 0 第２次茨城町男女共同参画推進計画 2016年4月 ～ 2026年3月 1 1

8 309 大洗町 生涯学習課 2 2 0 0 0 第2次大洗町男女共同参画計画 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

8 310 城里町 総務課 1 2 1 1 0 城里町男女共同参画基本計画（第３次） 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

有有

茨城県
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担当課（室）名

事
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所

掌

庁
内
連
絡
会
議
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有
無

所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2021年4月1日現在で有効なもの）

市町村４－１



無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の

方法

現在
の

状況

有有
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所
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議
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有
無

所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2021年4月1日現在で有効なもの）

8 341 東海村 秘書広報課 1 2 1 1 東海村男女共同参画推進条例 2007年3月23日 2007年4月1日 第5次東海村男女共同参画行動計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 0

8 364 大子町 まちづくり課 1 2 0 0 0 第2次大子町男女共同参画計画 2016年4月 ～ 2026年3月 0 1

8 442 美浦村 企画財政課 1 2 1 1 2
第２次美浦村男女共同参画計画（後期推
進計画）

2019年4月 ～ 2024年3月 1 1

8 443 阿見町 男女共同参画室 1 1 0 1 阿見町男女共同参画社会基本条例 2010年3月19日 2010年4月1日 阿見町第3次男女共同参画プラン 2017年4月 ～ 2022年3月 1 1

8 447 河内町 秘書広聴課 1 2 0 0 0 河内町男女共同参画基本計画 2012年1月 ～ 2021年12月 0 1

8 521 八千代町 まちづくり推進課 1 2 0 0 2 第2次八千代町男女共同参画プラン 2020年4月 ～ 2030年3月 1 1

8 542 五霞町 人権推進室 1 2 0 0 0 五霞町男女共同参画推進プラン 2017年4月 ～ 2022年3月 1 1

8 546 境町 人権・協働ハーモニー室 1 2 1 1 2 さかい男女共同参画プラン（第4次） 2021年4月 ～ 2026年3月 0 1

8 564 利根町 政策企画課 1 2 1 1 利根町男女共同参画推進条例 2020年12月9日 2021年4月1日 第２次利根町男女共同参画推進プラン 2020年4月 ～ 2025年3月 0 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定に向け検討中
２　教育委員会 ０　無 １　2022年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定がない、検討していない

２　2021年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定

市町村４－１



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

5 1 4 4 1 0 4 1 0

8 201 水戸市 水戸市男女平等参画センター びよんど 310-0063 茨城県水戸市五軒町１ー２ー１２ 029-226-3161 029-226-3162
https://www.city.mito.lg.j
p/soshiki/05000/01006/
index.html

○ ○ ○

8 202 日立市 日立市女性センター らぽーるひたち 316-0036 茨城県日立市鮎川町1-1-10 0294-36-0554 0294-38-2460 http://rapporthitachi.jp/ ○ ○ ○

8 203 土浦市 土浦市男女共同参画センター 300-8686 茨城県土浦市大和町9-1　ウララビル2F 029-827-1107 029-827-1234
https://www.city.tsuchiu
ra.lg.jp/index.html

○ ○ ○

8 204 古河市

8 205 石岡市

8 207 結城市

8 208 龍ケ崎市

8 210 下妻市

8 211 常総市

8 212 常陸太田市

8 214 高萩市

8 215 北茨城市

8 216 笠間市

8 217 取手市

8 219 牛久市

8 220 つくば市

8 221 ひたちなか市
ひたちなか市男女共同参画セン
ター

312-8501
ひたちなか市東石川２丁目１０番１号（ひたち
なか市役所第２分庁舎２階）

029-354-0167 029-354-0167
https://www.city.hitachinak
a.lg.jp/soshiki/5/12/5/248
6.html

○ ○ ○

8 222 鹿嶋市

8 223 潮来市

8 224 守谷市

8 225 常陸大宮市

8 226 那珂市

8 227 筑西市

8 228 坂東市

8 229 稲敷市

8 230 かすみがうら市

8 231 桜川市

茨城県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2021年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

市町村４－２



愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2021年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

8 232 神栖市

8 233 行方市

8 234 鉾田市

8 235 つくばみらい市

8 236 小美玉市

8 302 茨城町

8 309 大洗町

8 310 城里町

8 341 東海村

8 364 大子町

8 442 美浦村

8 443 阿見町 阿見町男女共同参画センター
ＡＭＩふらっとセン
ター

300-0333 茨城県稲敷郡阿見町大字若栗1886-1 029-896-3181 029-896-3181 https://www.town.ami.lg.jp ○ ○ ○

8 447 河内町

8 521 八千代町

8 542 五霞町

8 546 境町

8 564 利根町

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 茨城県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

5 5 5 5 5 1 5 2 0 0

8 201 水戸市 水戸市男女平等参画センター 2001年8月11日 5 0 6,912 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 202 日立市 日立市女性センター 1993年8月2日 8 1 12,780 ○ ○ ○ ○ ○

8 203 土浦市 土浦市男女共同参画センター 1997年10月1日 3 1 6,795 ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 204 古河市
8 205 石岡市

8 207 結城市

8 208 龍ケ崎市

8 210 下妻市

8 211 常総市

8 212 常陸太田市

8 214 高萩市

8 215 北茨城市
8 216 笠間市
8 217 取手市

8 219 牛久市

8 220 つくば市

8 221 ひたちなか市
ひたちなか市男女共同参画セン
ター

2002年4月1日 2 3 18,763 ○ ○ ○ ○ ○
2021年4月～ひたちなか市役所本庁内に機能
移転

8 222 鹿嶋市

8 223 潮来市

8 224 守谷市

8 225 常陸大宮市

8 226 那珂市

8 227 筑西市

8 228 坂東市

8 229 稲敷市

8 230 かすみがうら市

8 231 桜川市

8 232 神栖市

8 233 行方市

8 234 鉾田市

8 235 つくばみらい市

8 236 小美玉市

8 302 茨城町

8 309 大洗町

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２１　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

市町村４－２ (2)



常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座
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・
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主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２１　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

8 310 城里町

8 341 東海村

8 364 大子町

8 442 美浦村

8 443 阿見町 阿見町男女共同参画センター 2015年1月27日 0 3 6,852 ○ ○ ○ ○ ○

8 447 河内町

8 521 八千代町

8 542 五霞町

8 546 境町

8 564 利根町

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

12 32 1 3.1 32 3 9.4 12 0 0.0 10 0 0.0 7,939 494 6.2

8 201 水戸市 1996年4月1日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 1264 162 12.8

8 202 日立市 1 0 0.0 2 0 0.0 23 1 4.3

8 203 土浦市 2012年11月18日 土浦市男女共同参画都市宣言 1 1 1 100.0 2 0 0.0 171 4 2.3

8 204 古河市 2009年2月7日 古河市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 1 100.0 223 9 4.0

8 205 石岡市 1 0 0.0 1 0 0.0 298 7 2.3

8 207 結城市 2004年11月3日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 190 6 3.2

8 208 龍ケ崎市 1 0 0.0 0 0 180 12 6.7

8 210 下妻市 1 0 0.0 1 0 0.0 311 12 3.9

8 211 常総市 1 0 0.0 1 0 0.0 217 8 3.7

8 212 常陸太田市 1 0 0.0 0 0 124 0 0.0

8 214 高萩市 1 0 0.0 1 0 0.0 408 57 14.0

8 215 北茨城市 1 0 0.0 1 0 0.0 64 2 3.1

8 216 笠間市 1 0 0.0 1 0 0.0 309 7 2.3

8 217 取手市 1 0 0.0 1 0 0.0 82 4 4.9

8 219 牛久市 2015年1月24日 牛久市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 64 5 7.8

8 220 つくば市 2003年11月16日 つくば市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 2 1 50.0 602 39 6.5

8 221 ひたちなか市 1 0 0.0 1 0 0.0 83 0 0.0

8 222 鹿嶋市 1 0 0.0 1 0 0.0 101 2 2.0

8 223 潮来市 1999年12月10日 潮来市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 1 100.0 66 1 1.5

8 224 守谷市 2009年3月17日 守谷市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 158 17 10.8

8 225 常陸大宮市 1 0 0.0 0 0 92 0 0.0

8 226 那珂市 1 0 0.0 1 0 0.0 68 1 1.5

8 227 筑西市 2011年9月7日 筑西市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 457 28 6.1

8 228 坂東市 1 0 0.0 1 0 0.0 155 3 1.9

8 229 稲敷市 1 0 0.0 1 0 0.0 97 2 2.1

8 230 かすみがうら市 1 0 0.0 1 0 0.0 186 3 1.6

8 231 桜川市 1 0 0.0 1 0 0.0 119 2 1.7

8 232 神栖市 1 0 0.0 1 0 0.0 85 1 1.2

8 233 行方市 1 0 0.0 1 0 0.0 92 0 0.0

8 234 鉾田市 1 0 0.0 1 0 0.0 156 5 3.2

8 235 つくばみらい市 2011年3月27日 つくばみらい市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 215 15 7.0

8 236 小美玉市 1 0 0.0 0 0 120 1 0.8

8 302 茨城町 1 0 0.0 1 0 0.0 89 0 0.0

8 309 大洗町 1 0 0.0 1 0 0.0 205 27 13.2

8 310 城里町 1 0 0.0 1 0 0.0 420 43 10.2
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（％）
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（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）
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長
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8 341 東海村 1 0 0.0 1 0 0.0 30 0 0.0

8 364 大子町 1 0 0.0 1 0 0.0 66 0 0.0

8 442 美浦村 1999年3月23日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 0 0 44 2 4.5

8 443 阿見町 2013年11月10日 阿見町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 66 1 1.5

8 447 河内町 1 0 0.0 1 0 0.0 72 3 4.2

8 521 八千代町 1 0 0.0 1 0 0.0 62 1 1.6

8 542 五霞町 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

8 546 境町 1 0 0.0 1 0 0.0 54 1 1.9

8 564 利根町 1 0 0.0 0 0 36 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

市町村４－３



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

1,549 1,312 20,845 5,614 26.9 1,201 1,068 16,795 4,482 26.7 248 135 1,407 198 14.1 1,249 127 10.2 1,291 127 9.8

小計 1,196 1,063 16,702 4,445 26.6 234 131 1,365 194 14.2

8 201 水戸市 40.0 2024年3月 57 51 1,069 357 33.4
地方自治法２０２条の３に基づく附属機関、地方自治法１８０条の５に
基づく委員会及び委員

51 47 1,028 349 33.9 6 4 41 8 19.5 41 4 9.8 42 4 9.5 2 2021年1月1日 2 2021年1月1日 2 2021年1月1日

8 202 日立市 30.0 2022年3月 39 36 634 165 26.0 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 39 36 634 165 26.0 5 2 26 3 11.5 41 3 7.3 42 3 7.1 1 1 1

8 203 土浦市 30.0 2031年3月 66 63 934 258 27.6

１法律又は政令により設置されている審議会等，2法律により設置さ
れている委員会等（地方自治法第180条の5）、3条例、規則等により
設置されている懇談会、会議等、4要綱等により設置されている懇談
会、会議等

31 29 451 122 27.1 6 6 31 9 29.0 46 11 23.9 47 11 23.4 1 1 1

8 204 古河市 35.0 2025年3月 32 30 446 124 27.8
1 法律又は政令により設置されている審議会等　2　法律により設置
されている委員会等

26 26 406 114 28.1 6 4 40 7 17.5 43 3 7.0 44 3 6.8 1 1 1

8 205 石岡市 35.0 2028年3月 39 38 536 137 25.6 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 39 38 536 137 25.6 5 4 30 5 16.7 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1

8 207 結城市 30.0 2026年3月 39 36 499 131 26.3
法律もしくはこれに基づく政令または条例により設置されている審議
会等

39 36 499 131 26.3 6 4 32 4 12.5 28 4 14.3 29 4 13.8 1 1 1

8 208 龍ケ崎市 30.0 2022年3月 46 44 612 176 28.8 地方自治法第202条3、法律・条例に基づく審議会等 45 43 612 174 28.4 6 5 26 7 26.9 39 7 17.9 40 7 17.5 1 2 2021年6月1日 1
8 210 下妻市 30.0 2022年3月 24 23 373 95 25.5 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 23 22 353 89 25.2 6 4 35 6 17.1 35 6 17.1 36 6 16.7 1 1 1
8 211 常総市 37.0 2024年3月 38 32 582 124 21.3 地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等 38 32 582 124 21.3 6 5 35 6 17.1 22 1 4.5 23 1 4.3 1 1 1
8 212 常陸太田市 30.0 2022年3月 24 19 335 79 23.6 法律または政令により設置されている審議会，委員会等 19 18 315 78 24.8 5 3 33 6 18.2 20 1 5.0 21 1 4.8 1 1 1

8 214 高萩市 40.0 2026年3月 27 22 368 94 25.5
地方自治法（第202条の3）の規定により、法律若しくはこれに基づく
政令又は条例の定めるところにより設置されている審議会等

27 22 368 94 25.5 6 2 27 3 11.1 26 1 3.8 27 1 3.7 1 1 1

8 215 北茨城市 30.0 2023年3月 49 39 706 162 22.9 法律・政令・条例・規則等により設置させている審議会や委員等 26 23 428 102 23.8 6 4 30 4 13.3 28 2 7.1 29 2 6.9 1 1 1
8 216 笠間市 35.0 2022年4月 56 51 726 237 32.6 法律または条例、要綱等により設置されている審議会等 26 24 333 118 35.4 5 4 33 5 15.2 31 2 6.5 32 2 6.3 1 1 1
8 217 取手市 30以上 2022年3月 51 49 821 253 30.8 法律または条例及び要綱により設置されている審議会、委員会等 32 30 404 117 29.0 5 3 28 4 14.3 42 6 14.3 43 6 14.0 1 1 1
8 219 牛久市 30.0 2023年3月 27 24 397 109 27.5 第202条の3に該当する審議会等 27 24 377 105 27.9 6 5 30 8 26.7 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1
8 220 つくば市 30.0 2022年4月 34 31 452 127 28.1 法律又は条例により設置されている審議会等 34 31 452 127 28.1 5 4 39 5 12.8 34 3 8.8 35 3 8.6 1 1 1
8 221 ひたちなか市 30.0 2023年3月 32 27 504 127 25.2 法律、政令、条例に基づき設置している審議会等 26 24 504 127 25.2 5 3 32 3 9.4 29 3 10.3 30 3 10.0 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日
8 222 鹿嶋市 45.0 2025年3月 26 26 314 120 38.2 地方自治法（第202条の3）に該当する審議会 26 26 314 120 38.2 5 2 28 5 17.9 29 5 17.2 30 5 16.7 1 1 1

8 223 潮来市 30.0 2026年3月 23 20 269 74 27.5
地方自治法２０２条の３に基づく審議会、地方自治法１８０条の５に基
づく委員会

17 17 223 70 31.4 5 2 25 2 8.0 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1

8 224 守谷市 40.0 2028年3月 48 46 658 218 33.1
地方自治法第２０２条の３に基づく審議会を基本に、地域に密着した
委員

32 30 390 115 29.5 5 2 23 3 13.0 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

8 225 常陸大宮市 40.0 2022年3月 30 29 415 131 31.6 法令及び条例に根拠のある審議会等 30 29 415 131 31.6 5 4 33 7 21.2 32 3 9.4 33 3 9.1 1 1 1
8 226 那珂市 28.0 2023年3月 28 20 363 96 26.4 法律又は条例により設置されている審議会等 22 18 328 94 28.7 5 2 32 3 9.4 22 2 9.1 23 2 8.7 2 2018年4月1日 1 1

8 227 筑西市 35.0 2025年4月 56 50 870 238 27.4
地方自治法第202条の3、第180条の5及び市の規則、要綱に基づくも
の

26 24 408 121 29.7 5 3 59 9 15.3 28 7 25.0 29 7 24.1 1 1 1

8 228 坂東市 40.0 2023年3月 41 34 593 134 22.6
法律、政令及び市の要綱、規則により設置されている審議会及び委
員会等

31 26 441 108 24.5 5 2 28 2 7.1 39 5 12.8 40 5 12.5 1 1 1

8 229 稲敷市 30.0 2022年3月 56 38 654 125 19.1
法律又は政令により設置している審議会等及び要綱等により設置さ
れている協議会等

31 23 375 80 21.3 5 2 34 3 8.8 34 1 2.9 35 1 2.9 1 1 1

8 230
かすみがうら
市

33.3 2024年3月 25 24 320 95 29.7
地方自治法第202条の3に基づく審議会等

25 24 320 95 29.7 5 3 30 5 16.7 28 6 21.4 29 6 20.7 1 1 1

8 231 桜川市 30.1 2022年3月 20 15 303 65 21.5
法律もしくはこれに基づく政令又は条例に定めるところにより設置さ
れている審議会等

20 15 303 65 21.5 6 2 34 4 11.8 29 1 3.4 30 1 3.3 1 1 1

8 232 神栖市 40.0 2023年3月 40 36 494 174 35.2
法律，条例，市の要項・規則により設置されている審議会及び委員
会

20 19 259 107 41.3 5 3 36 4 11.1 1 1 1

8 233 行方市 11 10 161 36 22.4 5 3 32 6 18.8 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1
8 234 鉾田市 40.0 2023年3月 26 21 331 78 23.6 原則として法律により設置されている審議会等 19 17 251 54 21.5 5 2 37 4 10.8 27 2 7.4 28 2 7.1 1 1 1

8 235
つくばみらい
市

30.0 2023年3月 28 23 309 71 23.0
法律又は政令、条例により設置されている審議会等

28 23 309 71 23.0 5 2 24 3 12.5 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1

8 236 小美玉市 35.0 2025年3月 82 55 935 240 25.7
法律による設置する機関（地方自治法第202条の3、第180条の5、及
び規則・要綱等で設置する委員会等）

45 40 679 170 25.0 6 2 42 3 7.1 32 2 6.3 33 2 6.1 1 1 1

8 302 茨城町 40.0 2026年3月 31 23 327 66 20.2
法律もしくはこれに基づく政令又は条例により設置されている審議会
等

31 23 327 66 20.2 5 1 28 1 3.6 16 0 0.0 17 0 0.0 1 1 1

8 309 大洗町 21 19 305 63 20.7 5 2 21 3 14.3 32 1 3.1 33 1 3.0 1 1 1
8 310 城里町 30.0 2022年3月 35 28 429 111 25.9 地方自治法第202条の３に該当する審議会等 35 28 416 112 26.9 5 2 27 2 7.4 13 0 0.0 14 0 0.0 1 1 1

8 341 東海村 40.0 2026年3月 68 47 706 218 30.9
法律，政令，条例，規則，要綱等により設置されている審議会，懇談
会，会議等

24 20 240 71 29.6 5 3 26 4 15.4 21 0 0.0 22 0 0.0 1 1 1

8 364 大子町 30.0 2026年3月 23 19 268 54 20.1 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 23 19 268 54 20.1 6 4 29 6 20.7 24 1 4.2 25 1 4.0 1 1 1
8 442 美浦村 30.0 2024年3月 15 13 165 37 22.4 地方自治法（第202条3）に基づく審議会等における登用状況 15 13 165 37 22.4 5 1 32 1 3.1 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1

8 443 阿見町 30.0 2022年3月 51 46 646 214 33.1
法律や法令に基づき設置されている審議会等、条例・規則・要綱等
に基づき設置されている協議会・会議等

28 28 367 106 28.9 5 4 23 4 17.4 32 4 12.5 33 4 12.1 1 1 1

8 447 河内町 30.0 2021年12月 34 22 430 67 15.6 条例、規則等で設置 15 10 204 30 14.7 5 2 31 2 6.5 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1

8 521 八千代町 30.0 2025年3月 26 16 387 62 16.0
地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等及び地方自治法（第180
条の5）に基づく委員会

20 13 356 57 16.0 6 3 31 5 16.1 30 1 3.3 31 1 3.2 1 1 1

8 542 五霞町 20 19 220 57 25.9 5 2 26 3 11.5 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1
8 546 境町 30.0 2026年3月 15 11 178 33 18.5 地方自治法202条の31に基づく審議会等（広域の審議会を除く） 15 11 178 33 18.5 5 2 24 2 8.3 1 1 1
8 564 利根町 30.0 2024年3月 42 35 487 138 28.3 要綱等により設置されている懇談会・会議等 18 14 198 49 24.7 5 3 22 5 22.7 32 1 3.1 33 1 3.0 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲
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（再掲）
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

5 5 93 37 39.8 14 4 42 4 9.5

水戸市 0 0 0 0 0 0 0 0

日立市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

土浦市 0 0 0 0 0 0 0 0

古河市 0 0 0 0 0 0 0 0

石岡市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

結城市 0 0 0 0 0 0 0 0

龍ケ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

下妻市 1 1 20 6 30.0 0 0 0 0

常総市 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸太田市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

高萩市 0 0 0 0 0 0 0 0

北茨城市 0 0 0 0 0 0 0 0

笠間市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

取手市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

牛久市 0 0 0 0 0 0 0 0

つくば市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

ひたちなか市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

鹿嶋市 0 0 0 0 0 0 0 0

潮来市 0 0 0 0 0 0 0 0

守谷市 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸大宮市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

那珂市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

筑西市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

坂東市 0 0 0 0 0 0 0 0

稲敷市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

かすみがうら市 0 0 0 0 0 0 0 0

桜川市 0 0 0 0 0 0 0 0

神栖市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

行方市 0 0 0 0 0 0 0 0

鉾田市 2 2 43 20 46.5 0 0 0 0

つくばみらい市 0 0 0 0 0 0 0 0

小美玉市 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城町 0 0 0 0 0 0 0 0

大洗町 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

城里町 0 0 0 0 0 0 0 0

東海村 0 0 0 0 0 0 0 0

大子町 0 0 0 0 0 0 0 0

美浦村 0 0 0 0 0 0 0 0

阿見町 0 0 0 0 0 0 0 0

河内町 0 0 0 0 0 0 0 0

八千代町 0 0 0 0 0 0 0 0

五霞町 1 1 10 2 20.0 0 0 0 0

境町 1 1 20 9 45.0 1 0 3 0 0.0

利根町 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

茨城県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

2,595 328 12.6 2,206 269 12.2 384 26 6.8 354 24 6.8 283 28 9.9 240 22 9.2 1,928 274 14.2 1,612 223 13.8 2,768 711 25.7 2,206 537 24.3 4,550 1,590 34.9 3,383 1,186 35.1 341 14 4.1 86 1 1.2

8 201 水戸市 211 20 9.5 166 19 11.4 15 1 6.7 12 1 8.3 40 2 5.0 28 2 7.1 156 17 10.9 126 16 12.7 140 29 20.7 99 13 13.1 225 41 18.2 175 24 13.7 1 12 0 0.0 3 0 0.0 1

8 202 日立市 262 21 8.0 186 17 9.1 11 1 9.1 9 1 11.1 27 3 11.1 22 2 9.1 224 17 7.6 155 14 9.0 113 45 39.8 83 32 38.6 270 65 24.1 130 38 29.2 1 12 0 0.0 3 0 0.0 1

8 203 土浦市 70 5 7.1 46 4 8.7 11 1 9.1 10 1 10.0 6 0 0.0 4 0 0.0 53 4 7.5 32 3 9.4 60 4 6.7 33 3 9.1 103 15 14.6 58 10 17.2 1 7 0 0.0 1 0 0.0 1

8 204 古河市 83 11 13.3 70 6 8.6 14 1 7.1 13 1 7.7 5 1 20.0 4 0 0.0 64 9 14.1 53 5 9.4 107 31 29.0 88 21 23.9 247 106 42.9 192 67 34.9 1 16 0 0.0 3 0 0.0 1

8 205 石岡市 88 3 3.4 74 3 4.1 15 0 0.0 14 0 0.0 18 1 5.6 15 1 6.7 55 2 3.6 45 2 4.4 77 9 11.7 55 9 16.4 101 25 24.8 74 25 33.8 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

8 207 結城市 45 5 11.1 40 4 10.0 9 1 11.1 9 1 11.1 12 2 16.7 11 1 9.1 24 2 8.3 20 2 10.0 38 11 28.9 31 7 22.6 40 8 20.0 33 5 15.2 1 7 0 0.0 2 0 0.0 1

8 208 龍ケ崎市 49 4 8.2 49 4 8.2 9 1 11.1 9 1 11.1 40 3 7.5 40 3 7.5 89 18 20.2 89 18 20.2 104 48 46.2 104 48 46.2 2 2021年5月1日 7 1 14.3 1 0 0.0 2 2021年5月1日

8 210 下妻市 37 3 8.1 34 3 8.8 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 28 2 7.1 25 2 8.0 48 16 33.3 40 11 27.5 76 42 55.3 58 28 48.3 1 9 1 11.1 2 0 0.0 1

8 211 常総市 48 5 10.4 48 5 10.4 10 0 0.0 10 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 34 5 14.7 34 5 14.7 50 17 34.0 45 12 26.7 103 36 35.0 96 29 30.2 1 10 0 0.0 2 0 0.0 1

8 212 常陸太田市 58 4 6.9 46 4 8.7 11 0 0.0 9 0 0.0 4 0 0.0 3 0 0.0 43 4 9.3 34 4 11.8 30 4 13.3 20 4 20.0 85 5 5.9 58 5 8.6 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

8 214 高萩市 40 8 20.0 31 4 12.9 10 0 0.0 9 0 0.0 30 8 26.7 22 4 18.2 20 9 45.0 13 4 30.8 57 15 26.3 50 11 22.0 1 5 0 0.0 2 0 0.0 1

8 215 北茨城市 58 14 24.1 41 7 17.1 12 1 8.3 8 0 0.0 3 2 66.7 0 0 43 11 25.6 33 7 21.2 59 18 30.5 35 12 34.3 52 8 15.4 33 8 24.2 2 2021年4月6日 4 0 0.0 1 0 0.0 1

8 216 笠間市 68 12 17.6 53 8 15.1 14 1 7.1 10 0 0.0 54 11 20.4 43 8 18.6 64 13 20.3 49 9 18.4 104 26 25.0 74 16 21.6 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

8 217 取手市 83 12 14.5 66 9 13.6 13 2 15.4 12 2 16.7 9 3 33.3 8 3 37.5 61 7 11.5 46 4 8.7 94 17 18.1 50 7 14.0 191 44 23.0 94 21 22.3 1 10 0 0.0 2 0 0.0 1

8 219 牛久市 56 11 19.6 48 9 18.8 9 1 11.1 8 1 12.5 11 2 18.2 9 1 11.1 36 8 22.2 31 7 22.6 75 17 22.7 61 15 24.6 149 69 46.3 130 57 43.8 2 2020年4月1日 7 0 0.0 2 0 0.0 1

8 220 つくば市 151 11 7.3 140 11 7.9 17 1 5.9 16 1 6.3 38 0 0.0 34 0 0.0 96 10 10.4 90 10 11.1 281 78 27.8 210 70 33.3 544 237 43.6 387 195 50.4 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

8 221 ひたちなか市 85 10 11.8 75 8 10.7 10 1 10.0 10 1 10.0 17 0 0.0 15 0 0.0 58 9 15.5 50 7 14.0 104 16 15.4 85 10 11.8 210 76 36.2 163 49 30.1 1 14 2 14.3 1 0 0.0 1

8 222 鹿嶋市 78 28 35.9 67 19 28.4 9 1 11.1 9 1 11.1 12 3 25.0 12 3 25.0 57 24 42.1 46 15 32.6 66 21 31.8 53 14 26.4 43 18 41.9 28 6 21.4 1 7 0 0.0 1 0 0.0 1

8 223 潮来市 26 4 15.4 25 4 16.0 8 0.0 8 0.0 18 4 22.2 17 4 23.5 31 6 19.4 26 3 11.5 51 15 29.4 42 12 28.6 1 5 0.0 2 0.0 1

8 224 守谷市 47 9 19.1 43 7 16.3 8 1 12.5 7 1 14.3 8 1 12.5 8 1 12.5 31 7 22.6 28 5 17.9 36 10 27.8 33 8 24.2 107 58 54.2 89 45 50.6 1 10 0 0.0 4 0 0.0 1

8 225 常陸大宮市 49 1 2.0 39 1 2.6 10 0 0.0 8 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 38 1 2.6 30 1 3.3 78 13 16.7 56 8 14.3 120 45 37.5 78 36 46.2 1 5 1 20.0 2 0 0.0 1

8 226 那珂市 46 4 8.7 32 3 9.4 10 1 10.0 8 1 12.5 3 0 0.0 1 0 0.0 33 3 9.1 23 2 8.7 118 23 19.5 74 13 17.6 96 34 35.4 41 17 41.5 1 10 1 10.0 6 0 0.0 1

8 227 筑西市 104 23 22.1 104 23 22.1 15 2 13.3 15 2 13.3 22 3 13.6 22 3 13.6 67 18 26.9 67 18 26.9 106 48 45.3 106 48 45.3 126 52 41.3 126 52 41.3 1 10 0 0.0 1 0 0.0 1

8 228 坂東市 48 6 12.5 43 5 11.6 10 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 38 6 15.8 33 5 15.2 35 11 31.4 28 7 25.0 64 17 26.6 48 9 18.8 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

8 229 稲敷市 40 1 2.5 33 1 3.0 9 1 11.1 9 1 11.1 8 0 0.0 8 0 0.0 23 0 0.0 16 0 0.0 52 17 32.7 42 11 26.2 86 31 36.0 67 19 28.4 1 9 0 0.0 1 0 0.0 1

8 230 かすみがうら市 51 2 3.9 45 2 4.4 12 0 0.0 11 0 0.0 0 0 0 0 39 2 5.1 34 2 5.9 55 2 3.6 46 2 4.3 87 18 20.7 62 18 29.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

8 231 桜川市 50 14 28.0 43 10 23.3 11 1 9.1 11 1 9.1 13 3 23.1 11 3 27.3 26 10 38.5 21 6 28.6 57 28 49.1 49 22 44.9 39 16 41.0 32 9 28.1 1 6 1 16.7 1 0 0.0 1

8 232 神栖市 64 12 18.8 64 12 18.8 10 2 20.0 10 2 20.0 4 1 25.0 4 1 25.0 50 9 18.0 50 9 18.0 99 38 38.4 95 34 35.8 154 87 56.5 146 79 54.1 1 17 2 11.8 7 0 0.0 1

8 233 行方市 35 5 14.3 31 5 16.1 8 2 25.0 8 2 25.0 27 3 11.1 23 3 13.0 54 8 14.8 44 4 9.1 105 41 39.0 86 33 38.4 1 15 3 20.0 2 0 0.0 1

8 234 鉾田市 47 4 8.5 43 4 9.3 0 0 0 0 13 0 0.0 13 0 0.0 34 4 11.8 30 4 13.3 41 7 17.1 35 5 14.3 107 28 26.2 91 20 22.0 1 8 0 0.0 1 0 0.0 1

8 235 つくばみらい市 37 3 8.1 37 3 8.1 8 0 0.0 8 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 27 3 11.1 27 3 11.1 70 16 22.9 56 8 14.3 35 10 28.6 33 8 24.2 1 9 0 0.0 3 0 0.0 1

8 236 小美玉市 71 10 14.1 63 10 15.9 18 0.0 17 0.0 2 0 0.0 0 0 51 10 19.6 46 10 21.7 74 18 24.3 65 18 27.7 105 27 25.7 63 27 42.9 1 8 0 0.0 6 0 0.0 1

8 302 茨城町 35 3 8.6 30 3 10.0 7 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 28 3 10.7 24 3 12.5 55 10 18.2 52 10 19.2 64 23 35.9 49 23 46.9 1 4 1 25.0 1 1 100.0 1

8 309 大洗町 18 1 5.6 16 1 6.3 18 1 5.6 16 1 6.3 2 0 0.0 2 0 0.0 50 12 24.0 41 8 19.5 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

8 310 城里町 20 5 25.0 16 3 18.8 20 5 25.0 16 3 18.8 25 8 32.0 25 8 32.0 56 20 35.7 53 20 37.7 1 0 0 0 0 1

8 341 東海村 40 5 12.5 37 3 8.1 8 0 0.0 8 0 0.0 32 5 15.6 29 3 10.3 55 19 34.5 42 9 21.4 96 48 50.0 64 21 32.8 1 10 1 10.0 2 0 0.0 1

8 364 大子町 19 3 15.8 18 3 16.7 19 3 15.8 18 3 16.7 35 10 28.6 31 10 32.3 37 9 24.3 28 9 32.1 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

8 442 美浦村 24 7 29.2 17 4 23.5 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 20 7 35.0 13 4 30.8 15 8 53.3 10 4 40.0 42 24 57.1 25 10 40.0 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

8 443 阿見町 46 7 15.2 43 7 16.3 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 40 7 17.5 37 7 18.9 34 6 17.6 31 5 16.1 49 19 38.8 33 8 24.2 1 8 0 0.0 2 0 0.0 1

8 447 河内町 12 0 0.0 11 0 0.0 12 0 0.0 11 0 0.0 16 3 18.8 14 1 7.1 36 14 38.9 32 11 34.4 1 3 0 0.0 0 0 1

8 521 八千代町 28 2 7.1 28 2 7.1 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 23 2 8.7 23 2 8.7 27 9 33.3 27 9 33.3 56 26 46.4 56 26 46.4 1 7 0 0.0 2 0 0.0 1

8 542 五霞町 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 26 5 19.2 26 5 19.2 1 7 0 0.0 1 0 0.0 1

8 546 境町 39 6 15.4 39 6 15.4 9 1 11.1 9 1 11.1 1 1 100.0 1 1 100.0 29 4 13.8 29 4 13.8 31 11 35.5 29 11 37.9 33 12 36.4 27 12 44.4 1 9 0 0.0 3 0 0.0 1

8 564 利根町 19 2 10.5 16 1 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 10.5 16 1 6.3 26 4 15.4 23 3 13.0 45 20 44.4 34 12 35.3 1 7 0 0.0 1 0 0.0 1
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調査表４－５

 市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 茨城県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

18 1の合計 41 0 0 33 0 35 34 35 35 35 31

6 2の合計 1 41 33 8 40 3 3 4 4 7 6

5 3の合計 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0

15 4の合計 0 6 7 5 5 2 7

8 201 水戸市 2 水戸市議会 2 2 2 2 2 2 4

8 202 日立市 1

日立市職員旧姓使用取扱要綱

第１条　この要綱は、職員（再任用職員、非常勤嘱
託員及び臨時職員を含む。以下同じ。）が婚姻、養
子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)に
よって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等
の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等
に使用することに関し、必要な事項を定めるものと
する。

日立市議会 1 2 2 1

日立市議会会議規則第２条第２項及び第83条第
２項

議員は、出産のため出席できないときは、出産予
定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。
※第83条第２項は、「議長」を「委員」に、「議長」を
「委員長」に替える。

2 1 1 1 1 1 1

8 203 土浦市 1

土浦市職員旧姓使用取扱要領

第4条　任命権者は、前条第1項の規定のよる申請
があった場合において、職務遂行上支障がないと
認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。 土浦市議会 1 2 2 1

土浦市議会会議規則

第２条　２　議員は，出産のため出席できないとき
は，出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては，14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において，その期間を
明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 2

8 204 古河市 1

【古河市職員旧姓使用取扱規定】

第2条　旧姓を使用できる文書等は、別表の通りと
する。ただし、次に定める文書については、旧姓を
使用することができない。
（１）公権力の行使に関わるもの
（２）税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他
外部の機関に支障を及ぼすおそれのあるもの
（３）法令等により戸籍上の氏名を使用することが
定められているもの
（４）人事給与関係文書で電子計算システムの変
更が必要となるもの
（５）その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混
乱を生ずるおそれのあるもの
別表(第2条、第4条関係)
旧姓を使用できる文書等
職員名簿、職員配置表、座席表、事務分担表、名
札、特別休暇願、職務専念義務免除申請書、兼業
許可申請書、人事異動内示書、事務引継書、事故
報告書、研修受講参加関係書類、緊急時等の連
絡体制表、職場での呼称、その他これらに準ずる
ものとして市長が認める文書等

古河市議会 1 2 2 1

古河市議会会議規則

第２条第２項
議員は、出産のため出席できないときは、出産予
定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

8 205 石岡市 1

石岡市職員の旧姓使用に関する規程

第１条　この訓令は，一般職の職員(非常勤職員を
除く。以下「職員」という。)が婚姻，養子縁組その
他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上
の氏を改めた後も，引き続き婚姻等の前の氏(以
下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事
項を定めるものとする。

石岡市議会 1 2 2 1

石岡市議会会議規則，石岡市議会委員会条例

・石岡市議会会議規則第２条第２項
議員は，出産のため出席できないときは，出産予
定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

・石岡市議会委員会条例第12条第２項
委員は，出産のため出席できないときは，出産予
定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

8 207 結城市 1

平成14年3月27日付け結人発第77号「職場での職
員の旧姓使用について（通知）」

平成14年3月27日付け結人発第77号　このことに
ついて、平成14年4月1日から職員が婚姻等により
戸籍上の姓を改めた後も、引き続き職場において
旧姓を使用することができることとしたので通知す
る。

結城市議会 1 2 2 1

結城市議会会議規則

第2条2項  議員は，出産のため出席できないとき
は，日数を定めて出産予定日の6週間(多胎妊娠
の場合にあっては，14週間)前の日から当該出産
の日後8週間を経過する日までの範囲内におい
て，その期間を明らかにして，あらかじめ議長に
欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 208 龍ケ崎市 2 龍ケ崎市議会 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1

8 210 下妻市 1

職場における職員の旧姓使用について

１　導入趣旨
　　男女共同参画社会構築および職員の個性の
尊重と職場環境の改善に資するため、導入する。
また、旧姓使用が認められていないため、職員が
被る不利益、不都合を軽減するためである。

２　基本的考え方
　　旧姓が使用できるのは、法律等に抵触する恐
れのない範囲内において、専ら組織内部で使用さ
れ、職務執行上支障がないと認められる文書等と
する。

下妻市議会 1 2 2 1

下妻市議会会議規則

第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、
配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは、その理由を付け、当日
の開議時刻までに議長に届け出なければならな
い。
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過
する日までの範囲内において、その期間を明らか
にして、あらかじめ議長に欠席届を提出すること
ができる。

2 1 1 1 1 1 1

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

調査時点
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市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 211 常総市 1 常総市議会 1 2 2 1

常総市議会会議規則

第2条　2項　議員は，出産のため出席できないと
きは，出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては，14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内において，その
期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。
       

2 1 1 1 1 1 1

8 212 常陸太田市 3 常陸太田市議会 1 2 2 1

常陸太田市議会会議規則

議員は出産のため出席できないときは，出産予
定日の６週間（多児妊娠の場合にあっては１４週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

8 214 高萩市 4 高萩市議会 1 2 3 2 2 4 4 2 2 2 4

8 215 北茨城市 4 北茨城市議会 1 2 2 1

北茨城市議会会議規則

第2条2　議員は、出産のため出席できないとき
は、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 216 笠間市 2 笠間市議会 1 2 2 1

笠間市議会会議規則

第2条第2項
議員は，出産のため出席できないときは，出産予
定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週
間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。
第91条第2項
委員は，出産のため出席できないときは，出産予
定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては，14週
間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

常総市職員旧姓使用取扱規程

（趣旨）
第１条　この訓令は，職員が婚姻，養子縁組その
他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も，旧姓
（以前に使用していた氏をいう。以下同じ。）を職場
において使用すること（以下「旧姓使用」という。）に
関し，必要な事項を定めるものとする。
（適用職員）
第２条　この訓令の規定は，一般職に属する職員
（再任用職員を含み，会計年度任用職員及び臨時
的任用職員を除く。以下同じ。）に適用する。
（旧姓使用の届出）
第３条　職員は，旧姓を使用しようとするときは，常
総市職員服務規程（昭和３８年水海道市訓令甲第
３号）第９条第１項に規定する異動の届出に併せ
て任命権者に届け出なければならない。
（旧姓を使用することができる文書等）
第６条　旧姓を使用することができる文書等の基
準にあっては別表第１のとおりとし，旧姓を使用す
ることができない文書等の基準にあっては別表第
２のとおりとする。
 
別表第１（第６条，第７条関係）
旧姓を使用することができる文書等
基準
法令等に抵触するおそれがなく，職務遂行上支障
がないと認められるもの（例：事務引継書，回覧用
紙，起案文書，決裁に係る押印，事務日誌，休暇
等届，出張命令簿，復命書，育児休業承認申請
書，時間外勤務命令簿，職務専念義務免除願，営
利企業等従事許可願，時差出勤許可届出，証明
書交付申請書，名札，名刺，職員配置図，事務分
担表，研修関係文書（内部資料用））

別表第２（第６条関係）
旧姓を使用することができない文書等
基準
公務員の身分関係に係るもの（例：人事記録，法
令等に基づく身分証明書，辞令書，履歴書，宣誓
書，辞職願，異動等の内示書，専従許可，分限・
懲戒関係文書）
職員の権利又は義務に係るもの等で特別な法律
関係を生じさせるおそれのあるもの（例：給与明細
書，源泉徴収票，諸手当届，出勤簿，旅費，共済
組合関係文書，総合事務組合関係文書，研修関
係文書，公務災害関係文書，健康診断関係文書，
労働保険関係文書，職員共済会関係文書，市会
計規則等に定める会計帳票及び証拠書類）
公権力の行使に係るもの（例：許認可，立入検査，
徴税等の法令等に基づく行政処分に係る文書そ
の他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行
為に係る文書）

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 217 取手市 3 取手市議会 1 2 2 1

取手市議会会議規則

第2条2　議員は、出産のため出席できないとき
は、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。　　　　　　　　　　　　第91条2　委
員は、出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週
間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。

3

減額の規定は別に
あるが、産前産後
の期間は適用除外
と明記している。

1 1 1 1 1 1

8 219 牛久市 4 牛久市議会 1 2 3 2 2 1 4 1 1 1 4

8 220 つくば市 1

つくば市職員旧姓使用取扱要項

つくば市職員旧姓使用取扱要項
（趣旨）
第１条この要項は，地方公務員法（昭和25年法律
第261号。以下「法」という。）第３条第２項に規定す
る一般職の職員（臨時的任用職員（法第22条第５
項若しくは第26条の６第７項又は地方公務員の育
児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第
６条第１項の規定により臨時的に任用する職員を
いう。)を除く。）が婚姻，養子縁組その他の事由
（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改め
た後も，引き続き婚姻等により改める前の戸籍上
の氏（以下「旧姓」という。）を使用する場合の手続
等に関し必要な事項を定めるものとする。
（旧姓の使用の範囲）
第２条旧姓を使用することができる文書等の種類
及び例は，別表第１に掲げると
おりとする。
２ 旧姓を使用することができない文書等の種類及
び例は，別表第２に掲げるとおりとする。
（旧姓の使用の申請）
第３条職員は，旧姓を使用しようとするときは，旧
姓使用申請書（様式第１号）
に戸籍抄本等の戸籍上の氏の変更を明らかにす
る書類の写しを添えて，所属長を
経由して任命権者に申請しなければならない。
２ 前項の規定による申請は，婚姻等による戸籍上
の氏の変更があった日（新たに職員となった者が
旧姓を使用しようとする場合にあっては，職員と
なった日）から起算して１月以内に行わなければな
らない。

つくば市議会 1 2 2 1

①つくば市議会会議規則、②つくば市議会委員
会条例

①（欠席、遅刻又は早退の届出）
第２条第２項　議員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後８
週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

②（欠席、遅刻又は早退の届出）
第１２条第２項　委員は、出産のため出席できな
いときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後
８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 2

（旧姓の使用の承認等）

第４条任命権者は，前条第１項の規定による申請
があった場合において，職務遂

行上又は事務処理上支障がないと認めるときは，
旧姓の使用を承認するものとする。

２ 任命権者は，旧姓の使用を承認したときは旧姓
使用承認通知書（様式第２号）により，旧姓の使用
を承認しなかったときは旧姓使用不承認通知書
（様式第３号）により所属長を経由して当該職員に
通知するものとする。

（旧姓の使用の承認の取消し）

第５条任命権者は，旧姓の使用を承認した後にお
いて，当該旧姓の使用が職務遂

行上又は事務処理上支障があると認めるときは，
当該旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

２ 任命権者は，前項の規定により旧姓の使用の
承認を取り消したときは，旧姓使用承認取消通知
書（様式第４号）により，所属長を経由して当該職
員に通知するものとする。

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 220 つくば市

（旧姓の使用の中止）

第６条旧姓を使用する職員は，旧姓の使用を中止
しようとするときは，旧姓使用中止届（様式第５号）
を所属長を経由して任命権者に届け出なければな
らない。

２ 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出
た職員は，新たに婚姻等により戸籍上の氏を改め
た場合を除き，再び旧姓を使用することはできな
い。

（旧姓の使用の管理）

第７条任命権者は，旧姓使用者台帳（様式第６号）
を整備し，旧姓の使用の適正な管理に努めなけれ
ばならない。

（旧姓を使用する職員等の責務）

第８条旧姓を使用する職員は，旧姓を使用するに
当たり，常に市民，職務上の関

係者及び他の職員に誤解や混乱を生じさせないよ
う努めなければならない。

２ 旧姓を使用する職員は，当該職員の異動（任命
権者を異にする異動を除く。）又は当該職員の所
属長の異動により所属長に変更が生じたときは，
新たな所属長に旧姓の使用の承認を受けたことを
証する書類を提示しなければならない。

３ 所属長は，所属職員の旧姓の使用に関し，適正
な運用が図られるように努めなければならない。

（他の任命権者の承認を受けた者の取扱い）

第９条他の任命権者から旧姓の使用の承認を受
けた職員については，当該承認を

受けたことを証する書類の写しを所属長を経由し
て任命権者に提出することによ

り，任命権者が旧姓の使用を承認したものとみな
し，第３条及び第４条の規定に

よる手続を省略することができるものとする。

（他団体への職員派遣）

第１０条国及び他の地方公共団体等へ派遣された
職員の旧姓の使用については，

派遣先の団体の取扱いによるものとする。

附則

（施行期日）

１ この要項は，平成30年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要項の施行の日前に婚姻等により戸籍上
の氏を改めた職員は，第３条第２項の規定にかか
わらず，この要項の施行の日から平成30年５月31
日までの間に同条第１項の規定による申請をする
ことができる。

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 221 ひたちなか市 3 ひたちなか市議会 1 2 2 1

ひたちなか市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　議員は，公務，疾病，育児，看護，介護，
配偶者の出産補助
その他のやむを得ない事由のため出席できない
ときは，その理由を付け，当日の開議時刻までに
議長に届け出なければならない。
２　議員は，出産のため出席できないときは，出
産予定日の６週間（
多胎妊娠の場合にあっては，１４週間）前の日か
ら当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において，その期間を明らかにして，あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

（欠席の届出）
第９１条　委員は，公務，疾病，育児，看護，介
護，配偶者の出産補助その他のやむを得ない事
由のため出席できないときは，その理由を付け，
当日の開議時刻までに委員長に届け出なければ
ならない。
２　委員は，出産のため出席できないときは，出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては，
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において，その期間を明ら
かにして，あらかじめ委員長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 222 鹿嶋市 3 鹿嶋市議会 1 2 2 1

鹿嶋市議会会議規則

第２条　２　議員は，出産のため出席できないとき
は，出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては，１４週間）前の日から当該出産の日後８週
間を経過する日までの範囲内において，その期
間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。 2 1 1 1 1 1 1

8 223 潮来市 1

潮来市職員旧姓使用取扱規程

第１条　この訓令は、職員の互いの個性が尊重さ
れ、能力を発揮しやすい職場環境を整備するた
め、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって
戸籍上の氏を改めた後も、以前に使用していた氏
（以下「旧姓」という。）を職場において使用すること
に関し、必要な事項を定めるものとする。 潮来市議会 1 2 2 1

潮来市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合で
あっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８
週間を経過する日までの範囲内において、そのお
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。 2 1 1 1 1 1 1

8 224 守谷市 1

守谷市職員旧姓使用取扱要綱

第１条第１項
この訓令は，職員が婚姻，養子縁組その他の事由
によって戸籍上の氏を改めた後も，以前に使用し
ていた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用
することに関し，必要な事項を定めるものとする。

守谷市議会 1 2 2 1

守谷市議会会議規則

第２条第２項
議員は，出産のため出席できないときは，出産予
定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては，14週
間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する
日までの範囲内において，その期間を明らかにし
て，あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村
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ー
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市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 225 常陸大宮市 1

常陸大宮市職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この要綱は，職員が婚姻，養子縁組その
他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上
の氏を改めた後も，引き続き婚姻等の前の戸籍上
の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する
ことに関し，必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条　この要綱の規定は，一般職に属する職員
(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4
第1項，第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及
び第2項の規定により採用される職員，同法第22
条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同
法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用さ
れる職員を含む。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条　旧姓を使用できる文書等の基準は，次に
掲げるものとする。

(1)　職員名簿，名札等単に氏名が記載されたもの
(2)　法令等に抵触するおそれがなく，専ら組織内
部で使用されている文書等で，職務遂行上又は事
務処理上，支障がないと認められるもの

常陸大宮市議会 1 2 2 1

常陸大宮市議会会議規則

第2条第2項　議員は、出産のため出席できないと
きは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内においてその期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。
第84条第2項　委員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内においてその期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

(3)　法令等に基づかない通知文等で，職務遂行
上又は事務処理上，誤解や混乱を生じさせるおそ
れのないもの
2　公権力の行使に係るもので氏名を明らかにす
る必要のあるもの，職員の身分関係を規定するも
の，職員の権利又は義務に係るもので特別な法律
関係を生じさせるおそれのあるもの，その他職務
遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせる
おそれのあるもの等については，旧姓を使用する
ことはできない。
(旧姓使用の届出)

第4条　職員は，旧姓を使用するときは，旧姓使用
届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第5条　旧姓を使用している職員は，旧姓の使用を
中止しようとするときは，旧姓使用中止届(様式第2
号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用者の責務)

第6条　旧姓を使用する職員は，旧姓を使用する
に当たり，市民及び職員に誤解又は混乱を生じさ
せないように努めなければならない。

2　所属長は，所属職員の旧姓使用に当たり，その
適切な運用と公務の円滑な運営に努めなければ
ならない。

(補則)

第7条　この要綱に定めるもののほか，必要な事
項は，別に定める。

附　則

この訓令は，公布の日から施行する。

8 226 那珂市 4 那珂市議会 1 2 2 1

那珂市議会会議規則

第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、
配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは、その理由を付け、当日
の開議時刻までに議長に届け出なければならな
い。
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。
第９１条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむをえない事
由のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに委員長に届け出なければ
ならない。
２　委員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 227 筑西市 4 筑西市議会 1 2 2 1

筑西市議会会議規則

第2条第2項　議員は、出産のため出席できないと
きは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 228 坂東市 4 坂東市議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 2 4

8 229 稲敷市 4 稲敷市議会 1 2 2 1

稲敷市議会会議規則

第2条第2項　議員は，出産のために出席できな
いときは，出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合
にあっては，14週間）前の日から当該出産の後8
週間を経過する日までの範囲内において，その
期間を明らかにして，あらかじめ，議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 230
かすみがうら
市

2
かすみがうら市議
会

3 4 4 4 4 4 4

8 231 桜川市 4 桜川市議会 1 2 2 1

桜川市議会会議規則

第２条２　議員は、出産のため出席できないとき
は、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ
ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週
間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 232 神栖市 4 神栖市議会 1 2 2 1

神栖市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　略
２　議員は，出産のため出席できないときは，出
産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては，
14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において，その期間を明ら
かにして，あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 233 行方市 2 行方市議会 1 2 2 1

行方市議会会議規則

第2条　議員は，公務，疾病，育児，看護，介護，
配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは，その理由を付け，当日
の開議時刻までに議長に届け出なければならな
い。
2　議員は，出産のため出席できないときは，出産
予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては，14
週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過す
る日までの範囲内において，その期間を明らかに
して，あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

8 234 鉾田市 4 鉾田市議会 1 2 2 1

鉾田市議会会議規則

第2条2　議員は、出産のため出席できないとき
は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっ
ては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 235
つくばみらい
市

1

つくばみらい市職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この訓令は，職員の個性が尊重され，能力
を発揮しやすい職場環境の整備を図るため，職員
が婚姻，養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」と
いう。)によって戸籍上の氏を改めた後も，婚姻等
の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場に
おいて使用することに関し，必要な事項を定めるも
のとする。

つくばみらい市議会 1 2 2 1

①つくばみらい市議会委員会条例 ②つくばみら
い市市議会規則

①第12条第2項

 委員は，出産のため欠席するときは，出産予定
日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間）
前の日から当該出産日の日後8週間を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。                             ②第2条第2項

  議員は，出産のため欠席するときは，出産予定
日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間）
前の日から当該出産日の日後8週間を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

8 236 小美玉市 1

小美玉市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は，法令等の規定に反するおそれの
ない，専ら職員間で使用している文書等について，
職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じな
いものに限り，旧姓を使用することができる。ただ
し，次に定める文書等については，旧姓を使用す
ることができない。

(1)　公権力の行使に係るもの

(2)　職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律
関係を生じさせるおそれのあるもの

(3)　税務署，共済組合，退職手当組合，年金事務
所，銀行その他外部の機関に支障を及ぼすおそ
れのあるもの

(4)　法令等により戸籍上の氏名を使用することが
定められているもの

(5)　職員の身分関係に係るもの

(6)　その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混
乱を生ずるおそれのあるもの

小美玉市議会 1 2 2 1

小美玉市議会会議規則

第2条第2項　議員は出産するため出席できないと
きは、出産予定日の8週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 302 茨城町 1

茨城町職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨)
第1条　この訓令は，職員が婚姻，養子縁組その
他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も，以前
に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場にお
いて使用することに関し必要な事項を定めるものと
する。

茨城町議会 3 4 4 4 4 2 4

8 309 大洗町 1

大洗町職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この訓令は，職員が婚姻，養子縁組その
他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も，以前
に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場にお
いて使用することに関し，必要な事項を定めるもの
とする。 大洗町議会 1 2 2 1

大洗町議会会議規則

(欠席の届出)
第2条　
2　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため
出席できないときは，出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあつては，１４週間）前の日から当
該出産の日後８週間を経過するまでの範囲内に
おいて，その期間を明らかにして，あらかじめ議
長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 2

8 310 城里町 4 城里町議会 1 2 2 1

城里町議会会議規則

第２条第２項 2 1 1 1 1 1 1

8 341 東海村 1

東海村職員の旧姓使用に係る取扱規則

(趣旨)
第1条　この規則は，職員が婚姻，養子縁組その
他の事由により，戸籍上の氏を改めた後も，戸籍
上の氏を改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」とい
う。)を引き続き文書等に使用することに関し，必要
な事項を定めるものとする。

東海村議会 1 2 2 1

東海村議会会議規則

第２条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，
介護，配偶者の出産補助，忌引，災害その他の
やむを得ない理由により会議を欠席し，遅参し，
又は早退するときは，その理由を付け，当日の開
議時刻までに議長に届け出なければならない。
２　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため
会議に出席できないときは，出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあっては，１４週間）前の日か
ら当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において，その期間を明らかにして，あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 364 大子町 2 大子町議会 1 2 2 1

大子町議会会議規則

第２条２　前項の規定にかかわらず、議員が出産
のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か
ら当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間よりも短い。
２．労働基準法65条の産
前産後の就業制限の期
間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で、１．を選択した
場合、「欠席事由とし
て明記した規定」はい
つ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてくだ
さい。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可能
な休業期間は、次のうち
どれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期間
の報酬について減額の規定はある
か。

問１で１．を選択
した場合、出産に
係る産前産後期
間の明記はある
か。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

8 442 美浦村 4 美浦村議会 1 2 2 1

美浦村議会会議規則

(欠席の届出)
第2条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，
介護，配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは，その理由を付
け，当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。
2　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため
出席できないときは，出産予定日の6週間(多胎妊
娠の場合にあっては，14週間)前の日から当該出
産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて，その期間を明らかにして，あらかじめ議長
に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 443 阿見町 3 阿見町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

8 447 河内町 1

河内町職員旧姓使用取扱要綱

(目的）第1条　この要綱は、職員が婚姻、養子縁
組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後
も、改める前の氏（以下「旧姓」という。）を職場に
おいて使用することに関し、必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

河内町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4

8 521 八千代町 4 八千代町議会 1 2 2 1

八千代町議会会議規則

（欠席の届出）第2条 議員は、公務、傷病、出産、
育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、そ
の理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届
け出なければならない。　２　前項の規定にかか
わらず、議員の出産のため出席できないときは、
出産予定日の6週間（多胎妊婦の場合にあつて
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

8 542 五霞町 1

五霞町職員旧姓使用規程

(趣旨)
第１条　この訓令は，職員が互いに個性を尊重し，
能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため，
職員が婚姻，養子縁組その他の事由(以下「婚姻
等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も，引
き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」とい
う。)を文書等(職務上作成する文書及び電磁的記
録をいう。以下同じ。)に使用する場合の手続に関
し必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請)
第２条　旧姓を使用しようとする職員(以下「旧姓使
用者」という。)は，旧姓使用に当たり町長の承認を
受けなければならない。
２　前項の承認を受けるときは，五霞町旧姓使用
承認申請書(様式第1号)を各課の長(五霞町行政
組織規則(平成26年五霞町規則第6号)第5条第1
項に規定する課長をいう。以下同じ。)を経て町長
に提出しなければならない。
(承認)
第３条　町長は，前条に規定する申請があった場
合は，旧姓が専ら組織内部で使用され，職務遂行
上支障がないと認めるときは，旧姓使用について
承認するものとする。
(通知)
第４条　町長は，前条の規定により旧姓使用を承
認した場合は，五霞町旧姓使用承認通知書(様式
第2号)を各課の長を経て旧姓使用者に通知するも
のとする。

五霞町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2

8 546 境町 4 境町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

8 564 利根町 4 利根町議会 1 2 2 1

利根町議会会議規則

(欠席の届出)

第２条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，
介護，配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは，その理由を付
け，当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。
２　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため
出席できないときは，出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては，１４週間）前の日から当
該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において，その期間を明らかにして，あらかじめ議
長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 茨城県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
規
定

(

倫
理
規

定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関

す
る
議
員
向
け
相
談
窓
口

を
設
置
し
て
い
る

３
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
議
員
向
け
研
修

を
行

っ
て
い
る

４
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後取
組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

0 1 6 5 0 0 0 0 3 2

1 5 4 0 0 0 0 3 3 40

0 0 34 0 0 1 0 41 0 2

43 38 0 0 0 0 0 0 38

8 201 水戸市 4 4 3 3 1

水戸市議会の先例・申し合わせ事項

【総則】第１３節　議員及び執行機関の説明員
の呼称　　　　　　　　・議員の通称名の使用につ
いては、本人からの申し出があり、代表者会議
において、協議の結果、これを認めた例がある。

2

8 202 日立市 4 4 3 3 4 2
8 203 土浦市 4 4 3 3 4 2
8 204 古河市 4 4 3 3 4 2
8 205 石岡市 4 4 3 3 4 2
8 207 結城市 4 4 3 3 4 2
8 208 龍ケ崎市 4 4 3 3 4 3
8 210 下妻市 4 4 3 3 4 2

8 211 常総市 4 4 3 3 4 1

①常総市地域防災計画
     ②常総市国土強靭化地域計画

①第３編　震災応急対策編
第１章　初動対応
第2節　災害対策本部
分掌事務－女性相談窓口の設置に関すること
②5.1推進方針
（1）行政機能（男女共同参画の視点にたった防
災体制の確立）
被災者ごとのニーズの違いや多様な視点を考
慮した災害対策を進めるため、防災に関する方
針決定や防災の現場への女性の参画を促進
し、男女共同参画の視点にたった防災体制の確
立を図ります。

8 212 常陸太田市 4 4 3 3 4 2
8 214 高萩市 4 4 3 3 4 2

8 215 北茨城市 4 4 1 1

北茨城市議会議員政治倫理条例

第4条　議員は、人権侵害のおそれのある全て
のハラスメント行為をしてはならない。

3 1

議会要覧　先例・申し合わせ事項

156　議員活動における議員の通称名使用につ
いては、議長の申し出を行い、許可を得るものと
する。改選後、正副議長の選挙が行われていな
い場合は、年長議員に申し出を行い、許可を得
るものとする。いずれの場合も許可の直近の全
員協議会で報告するものとする。

1

北茨城市地域防災計画

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の
確立　市及び防災関係機関は、男女双方の視
点に配慮した防災を進めるため、防災に関する
政策・方針決定過程及び防災の現場における
女性の参画について積極的に拡大する。

8 216 笠間市 4 4 3 3 4 2

8 217 取手市 2 2 1 3 3 2

女性議員による議会改革特別
委員会を設置して検討を行い、
女性が議員として参画しやすく
なるよう議会改革を推進。（議会
の欠席事由に「出産、出産立会
い、育児、介護、看護等」を明文
規定。乳幼児を連れての傍聴自
由化。議会棟に、育児や授乳が
できるスペースを割り当てたり、
小児が利用しやすいトイレの改
修の実施、誰もが政治参画しや
すくなるよう法整備を求める意
見書等の国への提出等）。ま
た、オンラインによる委員会での
質疑・表決を行えるよう規則を
改正。在宅等でも本会議に参加
するための仕組みづくりを、官・
民・学で連携し取り組んでいる
（デモテック宣言）。

2

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２
問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。

調査時点

都

道
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県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。

１
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に
関
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定

(
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け
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談
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口

を
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置
し
て
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る

３
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ラ
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ン
ト
防
止

に
関
す
る
議
員
向
け
研
修

を
行

っ
て
い
る

４
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後取
組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２
問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
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8 219 牛久市 4 4 3 3 1

牛久市議会議員の通称等使用の取扱いに関す
る訓令

(趣旨)

第1条　この訓令は、牛久市議会議員(以下「議
員」という。)が議会において使用する氏名につ
いて、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89
号)第89条第5項において準用する同令第88条
第8項の規定により認定を受けた通称又は旧漢
字を新漢字に改めた氏名(以下「通称名」とい
う。)を使用すること、及び議員が婚姻、養子縁
組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍
の氏を改めた後引き続き、又は一定期間経過
後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することにつ
いて、必要な事項を定めるものとする。

(通称等使用申請)

第2条　議員は、通称名又は婚姻等の前の戸籍
の氏(以下「通称等」という。)を使用しようとする
ときは、通称等使用申請書(様式第1号)を議長
に提出し、承認を得なければならない。

(承認の通知)

第3条　議長は、前条の規定により通称等の使
用を承認したときは、通称等使用承認通知書
(様式第2号)により、当該議員に通知するものと
する。

2

2　議員は、前項の規定による議長の承認を受
けたときは、次に掲げる事項を除き、通称等を
使用することができるものとする。
(1)　履歴に関する届出書類
(2)　身分に関する証明書類
(3)　辞職願
(4)　議員報酬、期末手当等の支給に関する書
類
(5)　源泉徴収票の名義
(6)　団体傷害補償制度加入申請書
(7)　人間ドック受診関係書類
(8)　海外渡航関係書類
(9)　市議会議員共済会に関する各種届出書
(10)　在職証明書等各種証明書
(11)　叙勲等表彰の申請書類
(12)　その他通称等使用によって実務上の混乱
が生ずるおそれがあると議長が認めるもの

(中止届)
第4条　通称等を使用している議員は、通称等
の使用を中止しようとするときは、通称等使用
中止届(様式第3号)を議長に提出しなければな
らない。

(報告)
第5条　議長は、通称等の使用を承認したとき又
は通称等使用中止届を受理したときは、議会運
営委員会に報告するものとする。

(責務)
第6条　通称等を使用している議員は、通称等を
使用するに当たっては、議会活動及びその関連
する事務処理に誤解及び混乱が生じないよう努
めなければならない。

(疑義の決定)
第7条　この訓令の疑義は、議長が決するものと
する。

附　則
この訓令は、公布の日から施行する。

8 220 つくば市 4 1 1 1

つくば市議会事務局職員のハラスメントの防止
等に関する規程

(趣旨)
第1条　この規程は、ハラスメントの防止及び排
除のための措置並びにハラスメントに起因する
問題が生じた場合に適切に対応するための措
置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ハラスメントの防止等)
第2条　つくば市議会事務局職員のハラスメント
の防止等については、つくば市職員のハラスメ
ントの防止等に関する規程(令和2年つくば市訓
令第2号)第2条から第5条まで及び第20条の規
定を準用する。この場合において、第4条中「課
等(課、室、出先機関その他これらに準ずる組織
をいう。以下同じ。)の長」とあるのは「課長」と、
第5条中「市長」とあるのは「議長」と、「課等の
長」とあるのは「課長」と、第20条中「市長」とあ
るのは「議長」と、「第8条第1項」とあるのは「つく
ば市職員のハラスメントの防止等に関する規程
第8条第1項」と読み替えるものとする。

3 2 2

8 221
ひたちなか
市

4 4 3 3 4 2

8 222 鹿嶋市 4 4 3 3 4 2

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。
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を
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その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後取
組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２
問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
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8 223 潮来市 4 2 2 2 4 2
8 224 守谷市 4 4 3 3 2 2
8 225 常陸大宮市 4 4 3 3 4 2
8 226 那珂市 4 4 3 3 4 2
8 227 筑西市 4 4 3 3 4 2
8 228 坂東市 4 2 3 3 4 2
8 229 稲敷市 4 4 2 2 4 2

8 230
かすみがうら
市

4 2 3 3 4 2

8 231 桜川市 4 4 1 1

桜川市議会基本条例

第２０条２　調査、質問など政務活動において
は、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント
など、立場上生じ易い圧力行為を慎しむよう留
意する必要がある。

3 4 2

8 232 神栖市 4 4 1 1

神栖市議会議員政治倫理条例

（人権侵害のおそれのある行為の禁止）
第４条　議員は，その地位を利用して嫌がらせ
をし，強制又は圧力をかける行為をしてはなら
ない。人権侵害のおそれのあるすべてのハラス
メント行為についても同様とする。

3 4 2

8 233 行方市 4 4 3 3 4 2
8 234 鉾田市 4 4 3 3 4 2

8 235
つくばみらい
市

4 2 2 3 4 2

8 236 小美玉市 4 4 3 3 4 2
8 302 茨城町 4 4 3 3 4 2

8 309 大洗町 4 4 1 1

大洗町議会政治倫理条例

第4条　議員は，次の各号に掲げる基準(以下
「政治倫理基準」という。)を遵守しなければなら
ない。 
(1)　町民全体の代表者として，その品位又は名
誉を損なうおそれのある行為をしないこと。 
(2)　町民全体の利益を指針として行動し，その
地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3)　特定のものの利益を目的として，町が行う
許可，認可等又は町若しくは町が資本金等の2
分の1以上を出資し，若しくは出えんしている法
人(以下「出資法人」という。)が行う売買，賃借，
請負その他の契約(以下「町契約等」という。)に
関し，その地位を利用し，不正に影響力を行使
しないこと。 
(4)　町又は出資法人の職員の採用，昇格等の
人事に関し，その地位を利用し，不正に影響力
を行使しないこと。 
(5)　原則として町から補助金の交付を受ける団
体の代表等に就任しないこと。 
(6)　地域行事等の参加費負担に当たっては，寄
附行為の疑念を抱かせないよう実費相当額の
負担を徹底し，行事主催者に対しその理解を求
めること。

3 4 2

8 310 城里町 4 4 3 3 4 2
8 341 東海村 4 4 3 3 4 3
8 364 大子町 4 4 3 3 4 2
8 442 美浦村 4 4 3 3 4 2
8 443 阿見町 4 4 3 3 4 2
8 447 河内町 4 4 3 3 4 2
8 521 八千代町 4 4 3 3 4 2
8 542 五霞町 4 4 2 2 4 2
8 546 境町 4 4 3 3 4 2
8 564 利根町 4 4 3 3 4 2

市町村４－５ (2)
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